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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科装置であって、
　被検眼を検査するための検眼手段と、
　前記被検眼と前記検眼手段との相対位置を調整する調整手段と、
　タッチパネルによって検出されたフリック操作、回転ジェスチャー操作またはロングタ
ップ操作に基づいて前記調整手段を制御し、前記被検眼と前記検眼手段とのアライメント
を行う制御手段と、
を備えることを特徴とする眼科装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記タッチパネルに対してフリック操作、回転ジェスチャー操作また
はロングタップ操作を行う指の本数を検出し、前記本数に応じて前記検眼手段の移動速度
を制御することを特徴とする請求項１の眼科装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記タッチパネルへのフリック操作に応じて測定対象眼を左右で切り
換えることを特徴とする請求項１または２の眼科装置。
【請求項４】
　眼科装置制御プログラムであって、
　眼科装置のプロセッサによって実行されることで、
　タッチパネルによって検者からの操作を受け付ける操作受付ステップと、
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　前記操作受付ステップによって検出されたフリック操作、回転ジェスチャー操作または
ロングタップ操作に基づいて、被検眼を検査するための検眼手段と前記被検眼との相対位
置を調整し、前記被検眼と前記検眼手段とのアライメントを行う調整ステップと、
を前記眼科装置に実行させることを特徴とする眼科装置制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検眼を検査するための眼科装置、および眼科装置制御プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼を検査する眼科装置としては、例えば、低コヒーレント光を用いた光断層干渉計
（Optical Coherence Tomography: OCT）を用いて断層画像を取得するＯＣＴ装置が知ら
れている（特許文献１参照）。また、他の眼科装置としては、眼屈折力測定装置、眼圧測
定装置、眼軸長測定装置、眼底カメラ、走査型レーザ検眼鏡（Scanning Laser Ophthalmo
scope: SLO）等が知られている。
【０００３】
　これらのような眼科装置は、従来において、ジョイスティックを備え、検者によるジョ
イスティックの操作によって被検眼に対する装置のアライメントを行うことが一般的であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２１３４８９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近年、上記のような眼科装置において、タッチパネルを備え、検者によるタ
ッチパネルへの操作によってアライメントを行う装置が提案されている。
【０００６】
　しかしながら、タッチパネルを用いて装置のアライメントを行う場合、ジョイスティッ
クに比べて操作が難しく、検者の負担となることがあった。
【０００７】
　本開示は、上記問題点を鑑み、容易に操作を行える眼科装置、および眼科装置制御プロ
グラムを提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本開示は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００９】
　（１）　眼科装置であって、被検眼を検査するための検眼手段と、前記被検眼と前記検
眼手段との相対位置を調整する調整手段と、タッチパネルによって検出されたフリック操
作、回転ジェスチャー操作またはロングタップ操作に基づいて前記調整手段を制御し、前
記被検眼と前記検眼手段とのアライメントを行う制御手段と、を備えることを特徴とする
。
　（２）　眼科装置制御プログラムであって、眼科装置のプロセッサによって実行される
ことで、タッチパネルによって検者からの操作を受け付ける操作受付ステップと、前記操
作受付ステップによって検出されたフリック操作、回転ジェスチャー操作またはロングタ
ップ操作に基づいて、被検眼を検査するための検眼手段と前記被検眼との相対位置を調整
し、前記被検眼と前記検眼手段とのアライメントを行う調整ステップと、を前記眼科装置
に実行させることを特徴とする。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施例に係る眼科装置の外観を示す概略図である。
【図２】本実施例の内部構成の一例を示す概略図である。
【図３】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図４】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図５】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図６】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図７】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図８】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図９】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図１０】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図１１】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図１２】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【図１３】タッチパネルの操作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜実施形態＞
　本実施形態に係る眼科装置（例えば、眼科測定装置１）は、検眼部（装置本体。例えば
、検眼部２）と、検眼部の位置を調整する調整部（例えば、ＸＹＺ駆動部４）と、調整部
を制御する制御部（例えば、制御部７０）と、を主に備える（図１参照）。
【００１２】
　検眼部は、例えば、眼を検査するために設けられてもよい。検眼部としては、眼を検査
するための構成を備えてもよく、例えば、非接触にて眼を測定するための測定系（例えば
、眼軸長測定光学系、眼屈折力測定光学系、眼圧測定系、等）を備えてもよいし、非接触
にて眼を撮影するための光学系（例えば、眼底撮影光学系、光コヒーレンストモグラフィ
ー光学系、等）を備えてもよい。さらに、検眼部は、眼を観察するための観察光学系（例
えば、観察光学系６０）を備えてもよい。観察光学系は、例えば、観察光学系であっても
よい。観察光学系は、眼を撮像するための撮像光学系を備えてもよい。また、検眼部は、
眼と検眼部とのアライメント状態を検出するためのアライメント検出光学系を備えてもよ
い。なお、観察光学系が、アライメント検出光学系を兼用する構成であってもよい。
【００１３】
　調整部は、駆動部（アクチュエータ）を備えてもよく、検眼部を眼に対して３次元的に
駆動させてもよい。制御部は、駆動部の駆動を制御してもよい。制御部は、検者によって
操作される操作部材からの操作信号に基づいて調整部を制御し、検眼部を移動させてもよ
い。また、制御部は、アライメント検出光学系によって検出されたアライメント検出結果
に基づいて調整部を制御し、眼に対する検眼部の自動アライメントを行ってもよい。
【００１４】
　＜タッチパネルアライメント＞
　検査によって操作される操作部材としては、タッチパネル（例えば、タッチパネル７５
ｂ）であってもよい。タッチパネルは、眼を表示する表示部（例えば、表示部７５ａ）を
備えてもよく、表示部に表示された眼に対してタッチパネル操作が行われてもよい。なお
、タッチパネルに備えられた表示部の表示制御（例えば、制御部７０）は、タッチパネル
に設けられた制御部によって実施されてもよいし、装置本体を制御する制御部がタッチパ
ネルの表示制御を兼用してもよい。
【００１５】
　タッチパネルは、検者からのジェスチャー操作を検出する機能を備えてもよい。なお、
タッチパネルとしては、静電容量式のタッチパネルであってもよく、静電容量式を採用す
ることによって、タッチパネルを用いたスムーズなアライメント操作が可能となる。なお
、タッチパネルは、眼科装置に搭載された構成であってもよい。また、タッチパネルは、
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眼科装置とは別に位置に設けられ、操作信号の通信を経て制御部に操作信号が入力される
構成であってもよい。さらに、タッチパネルとしては、スマートフォン、タブレット等の
携帯端末が用いられてもよい。
【００１６】
　制御部は、タッチパネルからの操作信号に基づいて調整部を制御してもよい。例えば、
制御部は、タッチパネルによって検出された検者のジェスチャー操作に基づいて調整部を
制御し、検眼部を移動させてもよい。この場合、静電容量式タッチパネルによって使用可
能なジェスチャーをタッチパネルアライメントに適用することによって、優れた操作性を
実現できる。なお、静電容量式タッチパネルでの使用に限定されず、下記のジェスチャー
を検出可能なタッチパネルであれば、本実施形態の適用は可能である。
【００１７】
　ここで、ジェスチャーの種類としては、例えば、フリック操作、スライド操作、二本指
タッチ操作、回転ジェスチャー、ロングタップ操作、ピンチイン・ピンチアウト操作、ド
ラッグ操作等があり得る。
【００１８】
　＜フリック操作によるアライメント（例えば、図４～７、１０参照）＞
　制御部は、タッチパネルによって検出された検者のフリック操作に基づいて、検眼部の
移動を制御してもよい。フリック操作は、例えば、タッチパネル上で指を素早く払うよう
な操作である。これによって、例えば、アライメントが大きく外れている場合であっても
、大きな移動を指示することができる。従って、例えば、ドラッグ操作よりも少ない操作
回数で装置を所望の位置まで移動させることができる。
【００１９】
　より詳細には、制御部は、フリック操作における操作方向に応じて、検眼部の移動方向
を制御してもよい。この場合、タッチパネルによってフリック操作が検出されると共に、
フリックの操作方向が検出される。
【００２０】
　例えば、制御部は、フリック操作に応じて検眼部をＸ方向またはＹ方向に移動させても
よい。この場合、画面上で左右方向にフリック操作が行われた場合、制御部は、検眼部を
Ｘ方向に移動させてもよい。また、制御部は、画面上で上下方向にフリック操作が行われ
た場合、制御部は、検眼部をＹ方向に移動させてもよい。
【００２１】
　より詳細には、例えば、制御部は、右方向へのフリック操作によって検眼部を左方向に
移動させ、左方向へのフリック操作によって検眼部を右にさせてもよい。また、制御部は
、上方向へのフリック操作によって検眼部を下方向に移動させ、下方向へのフリック操作
によって検眼部を上方向に移動させてもよい。これによって、眼を画面上で移動させる間
隔でアライメント操作を行うことができる。
【００２２】
　なお、制御部は、右方向へのフリック操作によって検眼部を右方向に移動させ、左方向
へのフリック操作によって検眼部を左にさせてもよい。さらに、制御部は、上方向へのフ
リック操作によって検眼部を上方向に移動させ、下方向へのフリック操作によって検眼部
を下方向に移動させてもよい。これによって、直感的に検眼部を上下左右に移動させるこ
とができる。
【００２３】
　制御部は、タッチパネルに対するフリック操作に応じて検眼部をＺ方向に移動させても
よい。例えば、画面上で上下方向にフリック操作が行われた場合、制御部は、検眼部をＺ
方向に移動させてもよく、例えば、上方向へのフリック操作によって検眼部を前進させ、
下方向へのフリック操作によって検眼部を後退させてもよい。これによって、直感的に検
眼部を前後させることができる。もちろん、上方向へのフリック操作によって検眼部を後
退させ、下方向へのフリック操作によって検眼部を前進させてもよい。
【００２４】
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　なお、制御部は、フリック操作による検眼部の移動制御機能を変更可能であってもよく
、例えば、第１のモードと、第１のモードとは異なる第２のモードとの間で切り換え可能
であってもよい。モード切換は、例えば、タッチパネル上の特定の範囲（例えば、モード
切換ボタン）への操作を介して切り換えられてもよいし、特定のジェスチャー操作によっ
て切り換えられてもよい（図３参照）。
【００２５】
　この場合、例えば、第１モードと、第２のモードとの間において、操作方向と移動方向
との対応関係が切換えられてもよい。例えば、制御部は、フリック操作に応じて検眼部を
ＸＹ方向の少なくともいずれかに移動させる第１モードと、フリック操作に応じて検眼部
をＺ方向に移動させる第２モードと、切換可能であってもよい。
【００２６】
　なお、操作方向と移動方向との対応関係を切換える場合、上記に限定されず、操作方向
に対する移動方向の正逆を切換えるようにしてもよい。制御部は、フリック操作の操作方
向と同じ方向に検眼部を移動させる第１モード（例えば、右フリックの場合、右方向に移
動）と、フリック操作の操作方向とは逆方向に検眼部を移動させる第２モード（例えば、
右フリックの場合、左方向）と、を切換可能であってもよい。
【００２７】
　なお、制御部は、検者のフリック操作に基づいて検眼部を移動させる場合、フリック操
作における操作方向に加え、操作量又は操作速度に応じて検眼部の移動制御を変更しても
よい。この場合、タッチパネルによってフリック操作が検出されると共に、フリックの操
作方向に加え、操作量又は操作速度が検出される。より詳細には、制御部は、操作量が大
きい場合、検眼部を大きく移動させ、操作量が小さい場合、検眼部を小さく移動させても
よい。また、制御部は、操作速度が大きい場合、検眼部を高速で移動させ、操作速度が小
さい場合、検眼部を低速で移動させてもよい。
【００２８】
　なお、検者のフリック操作に基づいて検眼部を移動させる場合、制御部は、フリック操
作による指の本数に応じて検眼部の移動制御を変更してもよい。この場合、タッチパネル
によってフリック操作が検出されると共に、フリック操作を行う指の本数（接触点数）が
検出される。制御部は、指の本数に応じて検眼部の移動速度を変更してもよく、例えば、
指の本数が多いほど、検眼部を高速で移動させ、指の本数が少ないほど、検眼部を低速で
移動させてもよい。これによって、フリック操作における検眼部の移動速度を簡単に調整
できる。なお、指の本数が多いほど、検眼部を低速で移動させてもよい。
【００２９】
　なお、検者のフリック操作に基づいて検眼部を移動させる場合、制御部は、フリック操
作に応じて、左右眼の間で検眼部を移動させてもよい（図１０参照）。つまり、制御部は
、フリック操作に応じて、検眼部によって検査する検査眼を、左右で切り換えてもよい。
これによって、左右眼切換ボタンを押すことなく、画面上の操作で素早く左右眼を切り換
えることができる。また、画面上に左右切換ボタンを設けなくてもよい。
【００３０】
　この場合、例えば、制御部は、画面の左から右に向かってフリック操作が行われた場合
、検査眼を左眼から右眼に切り換えてもよい。この場合、制御部７０は、左眼を検査する
ときの位置から右眼を検査するときの位置に検眼部を移動してもよい。また、制御部は、
例えば、画面の右から左に向かってフリック操作が行われた場合、測定対象眼を右眼から
左眼に切り換えてもよい。
【００３１】
　なお、制御部は、タッチパネルによって検出された検者のフリック操作に基づいて検眼
部の移動を制御すると共に、タッチパネルによって検出された検者のドラック操作に基づ
いて調整部の移動を制御してもよい。これによって、画面上で指を移動させる点で共通す
る複数のジェスチャー操作によって検眼部を移動させることができるので、タッチパネル
によるアライメントをよりスムーズに行うことができる。例えば、制御部は、フリック操
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作に基づいて検眼部を粗動させ、ドラッグ操作に基づいて検眼部を微動させてもよい。例
えば、制御部は、フリック操作に基づいて検眼部を連続的に粗動させている間に、再度画
面へのタッチを検出すると粗動動作を停止してもよい。この場合、制御部７０は、再度画
面がタッチされた時点からのドラッグ操作に基づいて検眼部を微動させてもよい。なお、
ドラック操作での移動制御については、特開２０１０－２３３９９８号公報を参照された
い。
【００３２】
　＜回転ジェスチャーによるアライメント＞
　制御部は、タッチパネルによって検出された検者の回転ジェスチャーに基づいて、検眼
部の移動を制御してもよい（図８参照）。回転ジェスチャーとしては、例えば、指を円弧
上に移動させる操作であって、この場合、画面上に設定された円周上をなぞるように指を
スライドさせるような操作であってもよいし、画面上に設定された中心点を基準として指
を移動させる操作であってもよいし、２本の指の一方を回転中心として他方の指を回転中
心に対して円周方向に移動させる操作であってもよい。この場合、指が厳密に円弧上に移
動される操作に限定されず、円周又は中心点に対する直線的な指の操作を回転とみなして
もよい。例えば、瞳孔をレチクル中心に合わせた後にＺ方向のアライメントをする場合、
レチクル付近で回転ジェスチャーを行うことで、指一本で連続的にＺ方向のアライメント
を行える。
【００３３】
　より詳細には、制御部は、回転ジェスチャーにおける操作方向に応じて、検眼部の移動
方向を制御してもよい。この場合、タッチパネルによって回転ジェスチャーが検出される
と共に、回転ジェスチャーにおける操作方向が検出される。
【００３４】
　例えば、制御部は、回転ジェスチャー操作に応じて検眼部をＸ方向またはＹ方向に移動
させてもよい。この場合、例えば、画面上において指が時計回りに移動された場合、制御
部は、検眼部をＸ方向に移動させてもよい。また、画面上において指が反時計回りに移動
された場合、制御部は、検眼部をＹ方向に移動させてもよい。もちろん、回転方向と移動
方向の関係は反対でもよい。
【００３５】
　より詳細には、例えば、画面上において指が時計回りに移動された場合、制御部は、検
眼部を右方向に移動させてもよい。また、画面上において指が反時計回りに移動された場
合、制御部は、検眼部を左方向に移動させてもよい。なお、制御切換操作が検出された場
合、制御部７０は、回転ジェスチャーの回転方向に対応する移動方向を切り換えてもよい
。この場合、例えば、制御部７０は、画面上において指が時計回りに移動された場合、制
御部は、検眼部を上方向に移動させてもよい。また、画面上において指が反時計回りに移
動された場合、制御部は、検眼部を下方向に移動させてもよい。
【００３６】
　回転ジェスチャーにより検眼部の移動方向を制御する場合、例えば、制御部は、回転ジ
ェスチャー操作に応じて検眼部をＺ方向に移動させてもよい。この場合、例えば、画面上
において指が時計回りに移動された場合、制御部は、検眼部を前進移動させてもよい。ま
た、画面上において指が反時計回りに移動された場合、制御部は、検眼部を後退移動させ
てもよい。もちろん、回転方向と移動方向の関係は反対でもよい。
【００３７】
　なお、タッチパネルの表示部には、検者による回転ジェスチャーを誘導するためのガイ
ド表示（例えば、ガイド表示Ｃｍ）が電子的に表示されてもよい。この場合、アライメン
ト用のレチクル中心に対して、ガイド表示における中心が一致するように、ガイド表示が
表示されてもよい。
【００３８】
　回転ジェスチャー用のガイド表示としては、例えば、円であってもよく、表示された円
の円周上をなぞるようにスライド操作された場合、回転ジェスチャーとして検出され、制
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御部は、回転ジェスチャーの回転方向に応じて、検眼部を移動させてもよい。ガイド表示
としては、円に限定されず、円弧が表示されてもよい。
【００３９】
　なお、制御部は、回転ジェスチャーによる検眼部の移動制御機能を変更可能であっても
よい。また、制御部は、検者の回転ジェスチャーに基づいて、調整部を制御する場合、回
転ジェスチャーの操作方向に加え、操作量又は操作速度に応じて検眼部の移動制御を変更
してもよい。なお、これらについては、前述のフリック操作による検眼部の移動制御と同
様であり、詳しい説明を省略する。
【００４０】
　なお、検者の回転ジェスチャーに基づいて検眼部を移動させる場合、複数本の指による
回転操作に基づいて検眼部を移動させてもよい。この場合、タッチパネルにおいて、画面
上に指が触れた際の接触点数が検出され、異なる２点が触れられていると判断され、さら
に、２点の移動方向が円を描く軌跡であると判断された場合、検眼部を移動させるための
回転ジェスチャーであると検出される。
【００４１】
　ここで、制御部は、タッチパネル上の複数の指が時計方向に回転された場合、制御部は
、検眼部を前進移動させてもよい。また、画面上において指が反時計回りに移動された場
合、制御部は、検眼部を後退移動させてもよい。もちろん、回転方向と移動方向の関係は
反対でもよい。
【００４２】
　なお、複数本の指による回転操作は、前述のガイド表示を用いた検眼部の移動制御の代
わりとして用いられてもよいし、併用されてもよい。もちろん、ガイド表示がなくとも、
制御部は、一本の指による回転ジェスチャー操作によって検眼部を移動させてもよい。
【００４３】
　＜ロングタップ操作によるアライメント＞
　制御部は、タッチパネルによって検出された検者のロングタップ操作に基づいて、検眼
部の移動を制御してもよい（図９参照）。ロングタップ操作は、例えば、画面を指先で所
定時間以上長押しする操作である。所定時間としては、例えば、１秒で設定されてもよい
。もちろん、これに限定されない。
【００４４】
　より詳細には、制御部は、ロングタップ操作に基づいて、検眼部をＺ方向（例えば、前
進）に移動させてもよい。なお、制御部は、ロングタップ操作による検眼部の移動制御機
能を変更可能であってもよく、例えば、検眼部の移動方向が、眼に対する前進方向と後退
方向で変更されてもよい。
【００４５】
　＜同一ジェスチャーにおける検眼部の移動制御の変更＞
　制御部は、同一のジェスチャー操作による検眼部の移動制御機能を変更することによっ
て、例えば、使い慣れたジェスチャー操作を複数の場面で利用できるので有利である。な
お、前述では、フリック操作、回転ジェスチャーによるアライメントにおいて、制御部は
、例えば、第１のモードと、第１のモードとは異なる第２のモードとの間で切り換え可能
としたが、これに限定されず、他のジェスチャー操作においても、適用可能である。例え
ば、ドラッグ操作においても、検眼部の移動制御機能を変更できるようにしてもよい。
【００４６】
　なお、前述の記載において、モード切換は、例えば、タッチパネル上の特定の範囲（例
えば、モード切換ボタン）への操作、特定のジェスチャー操作を介して行われる例を示し
たが、これに限定されない。例えば、制御部は、アライメント検出結果に基づいて、同一
のジェスチャー操作による検眼部の移動制御機能を変更してもよい。その一例としては、
制御部は、アライメント検出結果においてＸＹ方向のアライメント許容範囲を満たすまで
は、特定のジェスチャー操作に応じて検眼部をＸＹ方向の少なくともいずれかに移動させ
る第１モードに設定してもよい。そして、アライメント検出結果においてＸＹ方向のアラ
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イメント許容範囲を少なくとも１回満たした場合、同一のジェスチャー操作に応じて検眼
部をＺ方向に移動させる第２モードに設定してもよい。なお、アライメント検出結果は、
タッチパネルの表示部に電子的に表示されてもよい。
【００４７】
　＜並列使用＞
　制御部は、互いに異なる複数のジェスチャー操作を併用して、検眼部の移動を制御する
ようにしてもよい。例えば、制御部は、画面上で指を移動させるタイプの複数のジェスチ
ャー操作を併用することによって、検者が所望する位置に確実に検眼部を移動させること
ができる。この一例としては、検者は、フリック操作によりラフなアライメントを行い、
ドラッグ操作によりシビアなアライメントを行うようにしてもよい。
【００４８】
　複数のジェスチャー操作を併用する場合、制御部は、ジェスチャー操作の種別に応じて
、検眼部の移動方向を制御するようにしてもよい。これによって、ジェスチャー操作の種
別と検眼部の移動方向が対応付けされ、不慣れな検者であっても操作方法を把握しやすい
。
【００４９】
　一例としては、制御部は、フリック操作又はドラッグ操作が行われた場合、その操作方
向に応じて、検眼部をＸＹ方向に移動させると共に、回転ジェスチャー又はピンチイン・
ピンチアウト操作が行われた場合、その操作方向に応じて、検眼部をＺ方向に移動させて
もよい。例えば、ピンチアウト操作において検眼部が前進され、ピンチイン操作によって
検眼部が後退されてもよい。もちろん、これらは、一例であって、種々の変容が可能であ
る。
【００５０】
　＜タッチ操作に基づく検査開始＞
　制御部は、タッチパネルによって検出された検者のタッチ操作に基づいて、検眼部によ
る検査制御を開始するようにしてもよい。検査制御の開始としては、例えば、眼を測定す
るための測定系による測定開始であってもよいし、眼を撮影するための光学系による撮影
開始であってもよい。タッチ操作としては、例えば、シングルタップであってもよいし、
ダブルタップであってもよいし、ロングタップであってもよい。
【００５１】
　例えば、制御部は、タッチパネルによって検出された検者のダブルタップ操作をトリガ
として、検眼部による検査制御を開始するようにしてもよい。ダブルタップ操作は、例え
ば、タッチパネルを複数回連続して押す操作である。これによって、被検眼に対する検眼
部のアライメント完了後、検査動作をスムーズに開始することができる。
【００５２】
　なお、ジェスチャー操作に基づいて検査を開始する場合、制御部は、画面上におけるタ
ッチ位置に応じて、検査制御を開始するか否かを判別してもよい。この場合、例えば、制
御部は、検査制御を開始するために設定された表示領域において、タッチ操作が行われた
場合、検査を開始してもよい。なお、当該表示領域は、眼を表示するための表示領域上に
設定されてもよく、これにより、タッチパネルを用いたアライメント完了後、スムーズに
検査を開始できる。さらに、当該表示領域が、アライメント基準となるレチクル内に設定
されることで、眼とレチクルとの関係を確認した上で、検査を開始できるので、有利であ
る。
【００５３】
　＜タッチ操作の違いによる画面表示制御の変更＞
　タッチパネルの表示部の表示を制御する表示制御部は、タッチ操作の違いによって画面
表示制御を変更してもよい（図１１～１３参照）。例えば、表示制御部は、タッチ操作の
違いによって異なる表示画面を画面上に表示するようにしてもよい。タッチ操作の違いの
一例としては、タッチ操作の種別の違いであってもよい。タッチ操作の種別としては、例
えば、１回のタップ操作、ダブルタップ操作、ロングタップ操作がありうる。また、タッ
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チ操作の違いの一例としては、タッチパネル上（画面上）におけるタッチ操作の位置の違
いであってもよい。
【００５４】
　タッチ操作の種別によって画面表示制御を変更する場合、表示制御部は、１回のタップ
操作の場合、操作ボタン、検査結果表示（例えば、測定結果、撮影画像等）、メニューバ
ーのいずれかである第１の表示画面の表示／非表示を切り換えるようにしてもよい。この
場合、例えば、非表示の状態における１回のタップ操作によって第１の表示画面が表示さ
れ、第１の表示画面が表示された状態での１回のタップ操作によって第１の表示画面が消
去される。
【００５５】
　また、ロングタップ操作又はダブルタップ操作の場合、第１の表示画面とは異なる第２
の表示画面を表示するようにしてもよい。第２の表示画面としては、検査モード切換画面
であってもよく、例えば、複数の検査モードが選択可能に表示される。これによって、撮
影モード、測定モード等を容易に変更でき、例えば、コンボ機における撮影対象、測定項
目の変更をスムーズに行うことができる。撮影対象の変更としては、例えば、前眼部撮影
、眼底撮影、トポグラフィー撮影の切換が行われてもよいし、測定項目としては、例えば
、眼屈折力、眼圧の切換が行われてもよい。もちろん、これは、一例であり、種々の変容
が可能である。その他、第２の表示画面としては、解析画面、計算画面が表示されてもよ
く、例えば、被検眼に適したＩＯＬの度数を計算するためのＩＯＬ計算画面が表示されて
もよい。
【００５６】
　また、タッチ操作の位置によって画面表示制御を変更する場合、表示制御部は、画面上
における特定の領域がタッチされた場合、特定の表示画面の表示／非表示を切り換えるよ
うにしてもよい。特定の画面としては、例えば、操作ボタン、検査結果表示（例えば、測
定結果、撮影画像等）、メニューバー、検査モード切換画面、解析画面、計算画面のいず
れかであってもよい。特定の領域としては、画面の左右端、上下端であってもよい。
【００５７】
　この場合、表示制御部は、表示／非表示を行う表示画面の種別を、タッチ操作の位置に
よって変更するようにしてもよい。例えば、第１の位置にタッチされた場合、表示制御部
は、第１の表示画面を表示し、第１の位置とは異なる第２の位置にタッチされた場合、第
１の表示画面とは異なる第２の表示画面を表示するようにしてもよい。一例としては、画
面の下端がタッチされた場合、検査結果の表示／非表示の切換が行われ、画面の上端がタ
ッチされた場合、検査モード切換画面の表示／非表示の切換が行われてもよい。もちろん
、これは、一例にすぎず、種々の変容が可能である。
【００５８】
　タッチ操作の位置によって画面表示制御を変更する場合、表示制御部は、画面上の特定
のエリアにタブを表示してもよい。表示制御部は、タブへのタッチ操作に基づいて、タブ
表示に対応する表示画面を表示してもよい。この場合、表示制御部は、種別の異なる複数
のタブを表示し、タッチされたタブの種別に応じて、異なる表示画面を表示するようにし
てもよい。
【００５９】
　＜タッチ操作の違いによるアライメントモードの変更＞
　本実施形態に係る眼科装置の制御部は、タッチ操作の違いによってアライメント制御モ
ードを変更してもよい。タッチ操作の違いの一例としては、前述の画面表示制御の変更と
同様、タッチ操作の種別の違いであってもよいし、タッチパネル上（画面上）におけるタ
ッチ操作の位置の違いであってもよい。なお、選択されたアライメント制御モードの内容
が、タッチパネルの表示部に表示されてもよい。
【００６０】
　例えば、制御部は、オートアライメントモードとマニュアルアライメントモードとを、
タッチ操作の違いによって変更するようにしてもよい。その一例としては、１回のタップ



(10) JP 6880562 B2 2021.6.2

10

20

30

40

50

操作の場合、オートアライメントモードに設定され、ダブルタップ操作又はロングタップ
操作の場合、マニュアルモードに設定されてもよい。なお、オートアライメントモードの
場合、制御部は、アライメント検出光学系による検出結果に基づいて調整部を制御し、眼
に対する検眼部のアライメントを自動的に行ってもよい。また、マニュアルモードモード
の場合、タッチパネルからの操作信号、或いは装置に搭載されたアライメント用操作部材
からの操作によって、眼に対する検眼部のアライメントが、検者のマニュアル操作にて行
われてもよい。
【００６１】
　アライメント制御を変更する場合、例えば、制御部は、フルオートアライメントモード
と、セミオートアライメントモードと、マニュアルアライメントモードとを、タッチ操作
の違いによって変更するようにしてもよい。その一例としては、１回のタップ操作の場合
、フルオートアライメントモードに設定され、ダブルタップ操作の場合、セミオートアラ
イメントモードに設定され、ロングタップ操作の場合、マニュアルアライメントモードに
設定されてもよい。なお、フルオートアライメントモードは、例えば、検者の操作を必要
としないアライメントモードであってもよい。セミオートアライメントモードは、例えば
、一部だけ検者の操作を必要とするアライメントモードであってもよい。マニュアルアラ
イメントモードは、例えば、ほぼ全ての操作を検者が行うアライメントモードであっても
よい。もちろん、各アライメントモードは、上記と異なるアライメントモードであっても
よい。例えば、フルオートアライメントモードは、広角カメラ（例えば、顔撮影部８０）
によって眼球位置を検出してトラッキングした後に光学トラッキング（例えば、角膜輝点
トラッキング）に移行するアライメントモードであってもよい。セミオートアライメント
は、例えば、トラッキング開始前にある程度被検眼があると予想される位置に移動してか
ら光学トラッキングを開始するアライメントモードであってもよい。
【００６２】
　なお、アライメントモードが切り換わった場合においても、制御部は、オートショット
機能を継続し、アライメント検出結果がアライメント許容範囲を満たすと判定された場合
、自動的に検査を開始するようにしてもよい。例えば、マニュアルアライメントモードに
おいて、タッチパネルを用いたアライメントが行われる場合、アライメント検出光学系に
よって検出されるアライメント検出結果がアライメント許容範囲を満たした場合、自動的
に検査を開始してもよい。これにより、マニュアルアライメントにおける検査開始をスム
ーズに行うことができる。
【００６３】
　＜検査前後における制御変更＞
　制御部は、タッチ操作の違いによる制御変更について、検査完了前でのタッチ操作にお
いては、タッチ操作の違いによってアライメント制御モードを変更し、検査完了後でのタ
ッチ操作においては、タッチ操作の違いによって画面表示制御を変更するようにしてもよ
い。このようにすれば、検査完了前においては、アライメント制御をスムーズに変更でき
ると共に、検査完了後においては、検査結果の確認、検査モードの変更等をスムーズに行
うことができる。
【００６４】
　＜光干渉式眼軸長測定装置等の眼科測定装置への提供＞
　なお、上記タッチパネルを用いたアライメントにおいて、眼の画像として前眼部が表示
されることで、眼と検眼部との位置関係を把握しやすく、タッチパネルを用いた検眼部の
アライメントをスムーズに行うことが可能である。さらに、表示画面には、前眼部画像に
加え、眼底画像が表示されてもよく、これによって前眼部と眼底を観察しながらアライメ
ントを行うことができる。
【００６５】
　ここで、光干渉式眼軸長測定装置等の眼科測定装置において、眼底正面像の観察機能を
適用することによって、装置に対して視線方向が適正か否かを確認するのに有利であり、
適正な測定結果を得ることが可能となる。例えば、黄斑と測定光軸との位置関係を確認す
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ることによって、眼軸長を求める際の位置が適正か否かを確認できる。
【００６６】
　なお、制御部は、タッチパネルでのタッチ操作を介して、固視標の呈示位置が変更され
てもよい。一例として、光干渉式眼軸長測定装置において、固視標投影光学系が設けられ
、制御部は、タッチパネルでのタッチ操作に基づいて固視標投影光学系を制御し、固視位
置を変更してもよい。この場合、前眼部像上でのタッチ操作によって固視位置が変更され
てもよいし、眼底正面像でのタッチ操作に基づいて固視位置が変更されてもよい。
【００６７】
　また、光干渉断層計（ＯＣＴ）方式によって眼球の断層像が取得されるような場合、制
御部は、眼球の断層像に対するタッチ操作に基づいて、検眼部の移動又は固視位置の変更
を制御するようにしてもよい。これによって、断層像と装置との位置関係をスムーズに調
整できる。
【００６８】
　＜ジェスチャー操作の変容＞
　なお、タッチパネル上でのジェスチャー操作は、画面のロック機能、セキュリティ機能
に適用されてもよい。また、スマートフォン・タブレットに設けられた指紋認証機能を眼
科装置に適用してもよい。指紋認証機能は、例えば、検者の認証、或いは被検者の認証に
用いるようにしてもよい。また、ジェスチャー操作の代わりに、音声認識機能が用いられ
てもよく、制御部は、音声の指示に応じて、検眼部の移動制御の変更、検眼部の検査開始
を制御してもよい。
【００６９】
　＜実施例＞
　以下、本実施形態に係る実施例を図面に基づいて説明する。図１～図１３は本実施例に
係る眼科装置について説明する図である。なお、以下の例では、眼科装置の一つである眼
科測定装置１を例として説明する。なお、本実施例においては、被検眼の軸方向をＺ方向
、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向として説明する。
【００７０】
　本実施例の眼科測定装置１は、図１に示すように、例えば、基台５と、検眼部２と、顔
支持部９と、表示部７５を主に備える。検眼部２は、後述する検査光学系を収納してもよ
い。検眼部２は、被検眼に対して３次元方向（ＸＹＺ）に移動可能に設けられてもよい。
顔支持部９は、被検者の顔を支持する。例えば、顔支持部９は、額当て１０、顎台１１、
顎台駆動部１２等を備えてもよい。顎台駆動部１２の駆動によって顎台１１の高さが調整
されてもよい。
【００７１】
　検眼部２は、例えば、ＸＹＺ駆動部４によって、被検眼に対して左右方向、上下方向（
Ｙ方向）及び前後方向に相対的に移動される。
【００７２】
　表示部７５は、例えば、検眼部２の検者側に設けられてもよく、回転機構によって表示
部７５の向きが任意に変更されてもよい。表示部７５は、液晶ディスプレイ（以下、ＬＣ
Ｄと略す場合がある）７５ａと、タッチパネル（ポインティングデバイス）７５ｂを備え
る。もちろん、表示部７５としては、ＬＣＤを用いた構成に限定されず、他の表示デバイ
ス（有機ＥＬ等）を備える構成であってもよい。
【００７３】
　ＬＣＤ７５ａは、被検眼の画像や検者への情報を表示する。タッチパネル７５ｂは、Ｌ
ＣＤ７５ａの画面上に配置される。なお、本実施例のタッチパネル７５ｂは、例えば、複
数のジェスチャー操作に対応したものが用いられる。例えば、静電容量方式のタッチパネ
ル等が用いられてもよい。静電容量方式のタッチパネルは、例えば、特定パターンに並べ
られた透明電極の層が配置され、指が近づいたときに生じた電極間の静電容量の変化から
、指の位置が検出される。
【００７４】
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　表示部７５では、検者の指又はタッチペン等の入力部材のタッチにより、検眼部２をＸ
ＹＺの各方向に移動させる信号を制御部７０に入力できる。例えば、タッチパネル７５ｂ
への操作によって、ＸＹＺ駆動部４が駆動し、検眼部２がＸＹＺ方向に移動される。タッ
チパネル７５ｂの操作の詳細については後述する。
【００７５】
　＜光学系＞
　図２に示すように、本実施例の光学系は、検査光学系３００、観察光学系６０、固視標
投影部２０を備えてもよい。検査光学系３００には、例えば、光干渉式眼軸長測定光学系
が設けられてもよいし、眼屈折力測定光学系が用いられてもよい。さらに、本光学系には
、被検眼に向けてアライメント指標を投影するためのアライメント指標投影光学系５０が
設けられてもよい。
【００７６】
　＜観察光学系＞
　被検眼Ｅの前眼部を撮像する観察（撮影）光学系６０は、撮像素子（受光素子）６５を
備えてもよい。撮像素子６５は、赤外域の感度を持つ。また、撮像素子６５はアライメン
ト指標検出用の撮像手段を兼ね、赤外光を発する照明光源５８により照明された前眼部と
アライメント指標が撮像される。
【００７７】
　撮像素子６５の出力は制御部７０に入力され、図２に示すように表示部７５には、撮像
素子６５によって撮像された前眼部像が表示される。なお、観察光学系６０は、被検眼Ｅ
に対する装置本体のアライメント状態を検出するための検出光学系を兼用する。
【００７８】
　＜顔撮影光学系＞
　なお、本装置には、左右の被検眼の少なくとも一方を含む顔を撮影するための顔撮影部
８０が備わる。図１に示すように、例えば、顔撮影部８０は、検眼部２の被検者側に設け
られ、顔支持部９に支持された被検者の顔を撮影する。顔撮影部８０によって撮影された
顔画像は、後述の制御部によって表示部７５に表示されてもよい。
【００７９】
　＜制御部＞
　続いて、本実施例の制御系について説明する。本実施例の制御部７０には、検査光学系
３００の各部材と、撮像素子６５と、表示部７５と、ＸＹＺ駆動部４と、顔撮影部８０と
、メモリ７４とが接続される。制御部７０は、プロセッサとしてのＣＰＵを備え、各種制
御を行ってもよい。
【００８０】
　制御部７０は、撮像素子６５によって撮像された前眼部観察画像Ｉａを本体の表示部７
５に表示する。
【００８１】
　＜タッチパネルについて＞
　本実施例において、検者は、タッチパネル７５ｂを操作することによって検眼部２を移
動させ、被検眼Ｅと検眼部２とのアライメントを行うことができる。例えば、制御部７０
は、上記ジェスチャー操作に基づいてＸＹＺ駆動部４を制御し、検眼部２を移動させても
よい。
【００８２】
　タッチパネル７５ｂには、例えば、二次元の座標軸（ｘ軸およびｙ軸）が予めプログラ
ムにより設定されている。例えば、タッチパネル７５ｂ上に指が触れたときの、複数の電
極間の静電容量の変化から、タッチパネル７５ｂ上で指定された位置（指示点）の座標が
制御部７０によって認識される。
【００８３】
　＜制御動作＞
　以上のような装置の動作を説明する。本装置の大まかな流れとしては、オートまたはマ
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ニュアルアライメントによってアライメントを行い、検査動作を開始する。
【００８４】
　まず、検者は、固視標投影部２０の固視標を注視するように被検者に指示する。ここで
、顔撮影部８０によって撮影された被検者の顔画像が取得されると、被検眼或いはアライ
メント指標Ｐが画像処理によって検出され、被検眼に対するオートアライメントが行われ
る。
【００８５】
　＜オートアライメント＞
　例えば、制御部７０は、撮像素子６５から出力される撮像信号に基づいて被検眼に対す
る検眼部２のアライメント状態を検出する。この場合、アライメント指標の位置情報を用
いてアライメントのずれ量を検出してもよいし、なお、画像処理により瞳孔中心を検出し
、その座標位置と撮像素子６５の基準位置との偏位量によりアライメントのずれ量を検出
してもよい。
【００８６】
　例えば、制御部７０は、アライメントのずれ量が許容範囲内に収まるように、ＸＹＺ駆
動部４の駆動制御による自動アライメントを行う。例えば、アライメントのずれ量が一定
時間、許容範囲に収まっているか否かにより、ＸＹＺ方向のアライメントの適否を判定し
てもよい。なお、ＸＹ方向、及びＺ方向におけるアライメント検出手法については、周知
の手法を採用できる。
【００８７】
　前述したアライメント動作によって、ＸＹＺ方向のアライメント状態がアライメント完
了の条件を満たしたら、制御部７０はＸＹＺ方向のアライメントが合致したと判定し、検
査光学系３００による測定を開始してもよい。
【００８８】
　なお、疾病眼を撮影する場合、上記のようなオートアライメントが失敗する可能性があ
る。例えば、白内障、眼瞼下垂、眼振、固視不良等によって、角膜中心又は瞳孔中心等が
検出できない、またはアライメントが一定に定まらない、ということがあり得る。このよ
うな場合、制御部７０は、ＸＹＺ方向のアライメントが不適であると判定し、次に説明す
るマニュアルモードにアライメントモードを切り換える。
【００８９】
　なお、マニュアルモードは、制御部７０の判定によってオートモードから自動的に切り
換わってもよいし、検者の操作によって切り換えられてもよい。例えば、制御部７０は、
タッチパネル７５ｂによって検出された検者のジェスチャー操作に応じて測定モードを変
更してもよい。例えば、制御部７０は、指で円を描くようなジェスチャー操作、または特
定の領域Ｔａをタップする操作等の制御切換操作を検出すると、測定モードを切り換える
ようにしてもよい（図３参照）。
【００９０】
　＜マニュアルアライメント＞
　マニュアルモードでは、前述のようなタッチパネル７５ｂの操作に基づいて、検者が手
動で、検眼部２のアライメントを行う。従って、オートアライメントが難しい疾病眼であ
っても、検者の操作によってアライメントを合わせることができる。
【００９１】
　アライメントモードがマニュアルモードに切り換わると、制御部７０は、タッチパネル
７５ｂの操作に基づいて、被検眼Ｅと検眼部２とのアライメントを調整する。本実施例で
は、観察光学系６０または顔撮影部８０によって撮影された観察画像を観察し、被検眼Ｅ
に対する検眼部２のアライメントを調整する。
【００９２】
　例えば、図４に示すように、被検眼が表示部７５に左側に写っている場合、検者はタッ
チパネル７５ｂの任意の位置に指Ｆ１で触れ左から右にフリック操作を行う。制御部７０
は、タッチパネル７５ｂによって右方向のフリック操作を検出すると、ＸＹＺ駆動部４を
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被検者に対面する検者から見て左方向に移動させる。
【００９３】
　また、図５に示すように、例えば、被検眼が表示部７５に上側に写っている場合、検者
はタッチパネル７５ｂの任意の位置に指Ｆ１で触れ、上から下にフリック操作を行う。制
御部７０は、タッチパネル７５ｂによって下方向のフリック操作を検出すると、ＸＹＺ駆
動部４を上方向に移動させる。
【００９４】
　なお、図６に示すように、例えば、被検眼が適正位置よりも離れた位置にあり、表示部
７５にぼやけて写っている場合、例えば、検者は、図３で示したような、指Ｆ１で円を描
くようなジェスチャー操作、または特定の領域Ｔａをタップする操作等の制御切換操作を
行うことによって、上下方向のフリック操作をしたときの制御部７０の制御方法を切り換
えてもよい。例えば、制御部７０は、特定の切換ジェスチャー操作を検出すると、上下方
向のフリック操作が検出された場合、検眼部２を前後方向に移動させるように制御を切り
換えてもよい。この場合、例えば、検者は、タッチパネル７５ｂに対して上から下にフリ
ック操作を行う。制御部７０は、下方向のフリック操作を検出すると、ＸＹＺ駆動部４を
前進させる。
【００９５】
　なお、制御部７０は、フリック操作の速度、距離などに基づいて、ＸＹＺ駆動部４を駆
動させるときの駆動速度、駆動量等を制御してもよい。
【００９６】
　また、制御部７０は、フリック操作をする検者の指の本数に応じて駆動速度、駆動量等
を制御してもよい。例えば、図７に示すように、指Ｆ１と指Ｆ２の２本の指でフリック操
作された場合、制御部７０は、１本の指でのフリック操作よりもＸＹＺ駆動部の駆動速度
を速くしてもよい。
【００９７】
　検者は、観察画像を観察しながらＸＹＺ方向に関してアライメントが完了するまで、フ
リック操作を繰り返す。もちろん、ドラッグ操作を併用してアライメントしてもよい。例
えば、フリック操作で粗アライメントを行い、ドラッグ操作で微アライメントを行っても
よい。
【００９８】
　なお、回転ジェスチャーによって検眼部２が移動されてもよい。例えば、検者は、図８
に示すようなガイド表示Ｃｍ上を指Ｆ１でなぞるように、回転ジェスチャーを行ってもよ
い。例えば、制御部７０は、タッチパネル７５ｂの回転ジェスチャーを検出し、回転方向
、回転量、回転速度等に応じて検眼部２を移動させてもよい。例えば、右回りの回転操作
を検出すると、制御部７０は、右方向に検眼部２を移動させ、左回りの回転操作を検出す
ると、制御部７０は、左方向に検眼部２を移動させる（図８（ａ）参照）。検眼部２を上
下方向に移動させる場合、検者は、例えば、図３のような制御切換操作を行い、回転ジェ
スチャーでＹ方向に検眼部２が移動されるようにする。この場合、例えば、制御部７０は
、右回りの回転操作を検出すると検眼部２を上方向に移動させ、左回りの回転操作を検出
すると検眼部２を下方向に移動させる（図８（ｂ）参照）。同様に、Ｚ方向についても、
回転ジェスチャーでの駆動方向をＺ軸方向に切り換え、回転ジェスチャーによって検眼部
２をＺ方向に移動させてもよい（図８（ｃ）参照）。
【００９９】
　なお、ロングタップによって検眼部２が移動されてもよい。例えば、図９に示すように
、タッチパネル７５ｂがロングタップされると、制御部７０は、検眼部２をＺ方向に移動
させてもよい。もちろん、図３で示したような制御切換操作によって、ロングタップが検
出されたときの制御をＸ方向またはＹ方向に切り換えてもよい。
【０１００】
　アライメントが完了すると、検者は、例えば、レチクルＬＴの内部をタッチする。制御
部７０は、レチクルＬＴの内部がタッチされたことを検出すると、検査光学系３００によ
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る被検眼の測定を行う。このように、制御部７０は、タッチパネルの操作を検出し、被検
眼の測定を開始してもよい。もちろん、制御部７０は、前眼部画像に写るアライメント輝
点を検出し、その位置に基づいてアライメント状態を検出し、アライメントが合ったとき
に自動で測定を行ってもよい。
【０１０１】
　右眼の測定が完了すると、左眼の測定を行う。例えば、検者は、フリック操作によって
測定対象を右眼から左眼に切り換えてもよい。例えば、検者は、右から左にフリック操作
を行う。制御部７０は、左方向のフリック操作を検出すると、左眼を測定する位置に検眼
部２を移動させてもよい（図１０参照）。
【０１０２】
　なお、フリック操作によって、測定対象眼の切り換えを行う場合、フリック操作による
通常の検眼部２の移動と区別するために、フリック操作の速度等に閾値を設定してもよい
。例えば、フリック操作の速度が閾値以下である場合、制御部７０は、フリック操作に応
じた検眼部２の移動を行い、フリック操作の速度が閾値を超える場合、制御部７０は、測
定対象眼の切り換えを行うようにしてもよい。
【０１０３】
　測定が完了すると、例えば、検者は、図１１（ａ）に示すように、画面の端領域Ｓａを
タッチする。制御部７０は、端領域のタッチを検出すると、測定結果Ｒａまたは患者情報
Ｐｉなどを表示してもよい（図１２参照）。また、制御部７０は、画面の端に表示された
タブＴがタッチされることによって測定結果Ｒａまたは患者情報Ｐｉなどを表示させても
よい（図１１（ｂ）、図１２参照）。
【０１０４】
　以上のように、タッチパネルへのフリック操作に応じて検眼部２のアライメントを行う
ことによって、タッチパネル操作によるアライメントが行い易くなる。
【０１０５】
　なお、各種設定画面Ｃｏを表示させる場合、検者は、タッチパネル７５ｂに対するジェ
スチャー操作を行ってもよい。例えば、図１３に示すように、制御部７０は、ジェスチャ
ー操作を検出すると、そのジェスチャーに応じて設定画面Ｃｏなどを表示部７５に表示さ
せてもよい。
【０１０６】
　なお、以上の説明において、ＸＹＺ駆動部４は検眼部２を駆動させることによって、被
検眼と検眼部２とのアライメントを調整するものとしたが、これに限らない。例えば、Ｘ
ＹＺ駆動部４は、検眼部２の内部に収納された検査光学系３００をＸＹＺ方向に駆動させ
ることによって、被検眼に対する検査光学系３００のアライメントを調整してもよい。
【０１０７】
　なお、タッチパネルでの操作方向と検眼部２の移動方向は、任意に設定できるようにし
てもよい。例えば、制御部７０は、上記のように検者が指をフリックした方向と逆方向に
検眼部２を駆動させる操作モードと、フリックした方向に検眼部２を駆動させる操作モー
ドとを切り換えできてもよい。
【０１０８】
　なお、本実施例においては、ジョイスティック、トラックボール等の操作部材を備えて
いない構成としたが、これに限らない。タッチパネルの他に、ジョイスティック、トラッ
クボール等の操作部材を備えていてもよい。
【０１０９】
　なお、制御部７０は、上記のようなジェスチャー操作に応じて顎台駆動部１２を制御し
てもよい。このように、制御部７０は、顎台１１の位置を調整することによって、被検眼
と検眼部２との相対位置を調整してもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　眼科測定装置
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　２　検眼部
　４　ＸＹＺ駆動部
　９　顔支持部
　７０　制御部
　７５　表示部
　７５ａ　ＬＣＤ
　７５ｂ　タッチパネル
　３００　検査光学系

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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